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独立行政法人国際協力機構法（平成20年10月1日施行） 

 
平成14年12月6日 法律第136号 

改正 平成16年6月23日 法律第130号 

改正 平成18年11月15日 法律第100号 

改正 平成19年5月16日 法律第45号 

改正 平成19年5月25日 法律58号 

改正 平成19年6月13日 法律第85号 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第六条） 

 第二章 役員及び職員（第七条―第十二条） 

 第三章 業務（第十三条―第十六条） 

 第四章 財務及び会計（第十七条―第三十七条） 

 第五章 雑則（第三十八条―第四十四条） 

 第六章 罰則（第四十五条―第四十八条） 

 附則 

 

 

第一章 総則  

 

（目的）  

第一条   

この法律は、独立行政法人国際協力機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事

項を定めることを目的とする。  

 

 

（名称）  

第二条   

この法律及び独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号。以下「通則法」とい

う。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人

の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。  

 

 

（機構の目的） 

第三条 

独立行政法人国際協力機構（以下「機構」という。）は、開発途上にある海外の地域

（以下「開発途上地域」という。）に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与

による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進

に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに

開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、

もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与するこ

とを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資するこ

とを目的とする。 

 

 

（事務所） 
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第四条 

 機構は、主たる事務所を東京都に置く。 

 

 

（資本金） 

第五条 

 機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改

正する法律（平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。）附則第二条第七項の規

定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 

 

２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に

追加して出資することができる。 

 

３ 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を

増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経

理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 

 

 

（名称の使用制限） 

第六条 

 機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。 

 

 

 

第二章 役員及び職員 

 

（役員） 

第七条 

 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 

 

２ 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。 

 

 

（副理事長及び理事の職務及び権限等） 

第八条 

 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の

業務を掌理する。 

 

２ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長（副理事長が置かれているときは、理

事長及び副理事長）を補佐して機構の業務を掌理する。 

 

３ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事

長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事

が置かれていないときは監事とする。 

 

４ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務
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を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

 

 

 

（役員の任期） 

第九条 

 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 

 

 

（役員の欠格条項の特例） 

第十条 

 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員

となることができない。 

 

一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密

接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名

称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。） 

 

二 前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等

以上の職権又は支配力を有する者を含む。） 

 

２ 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国際協力機構法第十条第一項」と

する。 

 

 

（役員及び職員の秘密保持義務） 

第十一条 

 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

 

（役員及び職員の地位） 

第十二条 

 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 
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第三章 業務 

 

（業務の範囲） 

第十三条 

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 

一 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 

  イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術

研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、及び運営すること。 

 

  ロ 開発途上地域に対する技術協力のため人員を派遣すること。 

 

  ハ ロに掲げる業務に係る技術協力その他開発途上地域に対する技術協力のため

の機材を供与すること。 

 

  ニ 開発途上地域に設置される技術協力センターに必要な人員の派遣、機械設備

の調達等その設置及び運営に必要な業務を行うこと。 

 

ホ 開発途上地域における公共的な開発計画に関し基礎的調査を行うこと。 

 

二 有償の資金供与による協力（資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担

にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以

下「有償資金協力」という。）に関する次の業務を行うこと。 

 

イ 条約その他の国際約束に基づく有償資金協力として、開発途上地域の政府、政

府機関若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）又は国際機関その他の外

務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び社会の開発に

寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業（これ

らの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下「開発事業」という。）

の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の安定に関する計画の達成

に必要な資金を貸し付けること。 

 

ロ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する

者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付け、又は当該事業

の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。 

 

三 開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われ

る無償の資金供与による協力（政府の決定に基づき、資金を贈与することによって行わ

れる協力をいい、以下「無償資金協力」という。）に関する次の業務を行うこと。 

 

 

イ 条約その他の国際約束に基づく無償資金協力（機動的な実施の確保その他外
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交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の

全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く。）の実施のために必要な

業務を行うこと。 

 

 

ロ イに規定する無償資金協力以外の無償資金協力のうち、その適正な実施を確

保するために機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものに係る契

約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うとともに、当該

契約の履行状況に関し必要な調査を行うこと。 

 

四 国民、民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人、特定非営利活動

促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非営利活動法人その他民間の団

体等の奉仕活動又は地方公共団体若しくは大学の活動であって、開発途上地域の住

民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを

目的とするもの（以下この号及び第四十二条第二項第三号において「国民等の協力活

動」という。）を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと｡ 

   

イ 開発途上地域の住民と一体となって行う国民等の協力活動を志望する個人の

募集、選考及び訓練を行い、並びにその訓練のための施設を設置し、及び運営

すること。 

 

  ロ 条約その他の国際約束に基づき、イの選考及び訓練を受けた者を開発途上地

域に派遣すること。 

   

ハ 開発途上地域に対する技術協力のため、国民等の協力活動を志望するものか

らの提案に係る次の事業であって外務大臣が適当と認めるものを、当該国民等

の協力活動を志望するものに委託して行うこと。 

    （１） 当該開発途上地域からの技術研修員に対する技術の研修 

    （２） 当該開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣 

    （３） 当該開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与 

 

  ニ  国民等の協力活動に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。 

 

五 移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業

務を行うこと。 

 

  イ 海外移住に関し、調査及び知識の普及を行うこと。 

 

  ロ 海外において、移住者の事業、職業その他移住者の生活一般について、相談に

応じ、及び指導を行うこと。 

 

  ハ 海外において、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を

行うこと。 

 

六 開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動（国際緊急援

助隊の派遣に関する法律（昭和六十二年法律第九十三号）第二条に規定する活動をい
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う。）その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。 

 

七 第一号、第四号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確

保を行うこと。 

 

八 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。 

 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

２ 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 

一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。 

 

二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材

その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。 

 

３ 機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国

において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業

務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興

又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。 

 

 

第十四条 

 機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の

貸付け又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならな

い。 

 

２ 機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け又は出資を行うことが

困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。 

 

３ 機構は、開発事業に係る事業計画又は前条第一項第二号イの経済の安定に関す

る計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号

に規定する業務を行うことができる｡ 

 

 

（委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位） 

第十五条 

 機構は、銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）に規定する銀行、長期信用銀行法

（昭和二十七年法律第百八十七号）に規定する長期信用銀行その他政令で定める金

融機関（以下この条において「銀行等」という。）に対し、有償資金協力に関する業務（第

十三条第一項第二号に規定する業務並びに同項第八号及び第九号並びに同条第三

項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」と

いう。）の一部を委託することができる。 

 

２ 前項の規定により機構の業務の委託を受けた銀行等（以下「受託者」という。）の役

員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 
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（中期計画の記載事項） 

第十六条  

機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適

用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項（有償資金協力

業務については、第三号及び第六号に掲げる事項を除く。）」とする。 

  

 

 

第四章 財務及び会計 

 

（区分経理） 

第十七条  

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければ

ならない。 

一 第十三条に規定する業務（有償資金協力業務を除く。） 

二 有償資金協力業務 

 

２ 次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとす

る。 

 

一 附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額 前項第一

号に掲げる業務に係る勘定（以下「一般勘定」という。） 

 

二 改正法附則第二条第五項の規定により機構に出資があったものとされた金額 有

償資金協力業務に係る勘定（以下「有償資金協力勘定」という。） 

 

 

（有償資金協力業務に係る予算） 

第十八条  

機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務

大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 

 

２ 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入

及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第四十五条第

一項及びこの法律第三十二条第一項の規定による借入金の利子、同項又は同条第五

項の規定により発行する機構債券の利子及び附属諸費とする。 

 

３ 財務大臣は、第一項の規定により有償資金協力業務に係る予算の提出を受けたと

きは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 

 

４ 内閣は、有償資金協力業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定が
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あったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。 

 

５ 有償資金協力業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣

と協議して定める。 

 

６ 有償資金協力業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定

める。 

 

 

第十九条  

前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

一 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類 

二 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録 

三 前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定

貸借対照表 

四 その他当該予算の参考となる書類 

 

 

（有償資金協力業務に係る予備費） 

第二十条 

 予見し難い事由による支出の予算の不足を補うため、有償資金協力業務に係る予算

に予備費を設けることができる。 

 

 

（有償資金協力業務に係る予算の議決） 

第二十一条 

 有償資金協力業務に係る予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例によ

る。 

 

 

（有償資金協力業務に係る予算の通知） 

第二十二条 

 内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由

して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。 

 

２ 機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することが

できない。 

 

３ 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院

に通知しなければならない。 

 

 

（有償資金協力業務に係る補正予算） 

第二十三条 

 機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に
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変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これ

に当該補正予算の作成により変更した第十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる

書類（前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除

く。）を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追

加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合

に限り、作成することができる。 

 

２ 第十八条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による有償資金

協力業務に係る補正予算について準用する。 

 

 

（有償資金協力業務に係る暫定予算） 

第二十四条  

 機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務

に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び

資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経

由して財務大臣に提出することができる。 

 

２ 第十八条第二項から第六項まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、前項の規

定による有償資金協力業務に係る暫定予算について準用する。 

 

３ 有償資金協力業務に係る暫定予算は、その事業年度の有償資金協力業務に係る

予算が成立したときは失効するものとし、有償資金協力業務に係る暫定予算に基づく

支出があるときは、これをその事業年度の有償資金協力業務に係る予算に基づいてし

たものとみなす。 

 

 

（有償資金協力業務に係る予算の執行） 

第二十五条 

 機構は、有償資金協力業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的の

ほかに使用してはならない。 

 

 

第二十六条 

 機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣

の承認を受けなければ、流用することができない。 

 

２ 機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなけ

ればならない。 

 

３ 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなけれ

ばならない。 

 

４ 財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に

通知しなければならない。 
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第二十七条  

 機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大

臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。 

２ 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に

通知しなければならない。 

 

 

（有償資金協力業務に係る財務諸表等） 

第二十八条 

 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表（これらの書類に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第三十条第一

項において同じ。）を含む。）を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごと

に、有償資金協力業務に係る損益計算書（当該損益計算書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。）をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類（以

下「財務諸表」という。）に関する監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は

当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければな

らない。 

 

２ 機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官

報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書

面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな

らない。 

 

３ 機構は、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度

の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める

期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

４ 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項

は、財務省令で定める。 

 

５ 有償資金協力業務に係る財務諸表については、通則法第三十八条の規定は、適用

しない。 

 

 

（有償資金協力業務に係る決算） 

第二十九条 

 機構は、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算を翌事業年度の五月三十一日

までに完結しなければならない。 

 

 

第三十条 

 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後、有償資金協力業務に係る予算の区

分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書（当該決算報告書に記
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載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を作成し、当該決算報告書に関する監

事の意見を付し、かつ、第二十八条第一項の規定により財務大臣に届け出た有償資金

協力業務に係る財務諸表を添え、遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しな

ければならない。 

２ 財務大臣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表

の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。 

 

３ 内閣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表の送

付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、そ

の検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。 

 

４ 機構は、第一項の規定による有償資金協力業務に係る決算報告書の提出をしたと

きは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備

えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

５ 第一項に規定する有償資金協力業務に係る決算報告書の形式及び内容について

は、財務大臣が定める。 

 

６ 第二十八条第五項の規定は、有償資金協力業務に係る決算報告書について準用

する。 

 

 

（利益及び損失の処理の特例等） 

第三十一条 

 機構は、一般勘定について、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標

の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通

則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定

による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金

額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認

可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後

のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十七条第一項第

一号に掲げる業務の財源に充てることができる。 

 

２ 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、外務省の独

立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認

を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなけれ

ばならない。 

 

４ 前三項に定めるもののほか、一般勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の

処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

５ 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において利益を

生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余

の額を、準備金として、有償資金協力勘定に整理された資本金の額と同額に達するま
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では、積み立てなければならない。 

 

６ 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において損失を

生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、そ

の不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 

 

７ 第五項の準備金は、有償資金協力勘定において生じた損失の補てんに充てる場合

を除いては、取り崩してはならない。 

 

８ 機構は、第五項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立て

た額を控除した残額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければなら

ない。 

 

９ 政府は、前項の規定による納付金の一部を、政令で定めるところにより、その事業

年度中において概算で納付させることができる。 

 

10 前項に定めるもののほか、第八項の規定による有償資金協力勘定に係る納付金

の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

11 有償資金協力勘定については、通則法第四十四条の規定は、適用しない。 

 

 

（有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券） 

第三十二条 

 機構は、有償資金協力業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府から

長期借入金をし、又は国際協力機構債券（以下「機構債券」という。）を発行することが

できる。 

 

２ 前項の規定による長期借入金又は機構債券の発行により調達した資金は、有償資

金協力勘定に帰属させなければならない。 

 

３ 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第一項の規定による機構債券の

発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 

 

４ 機構は、第一項の規定により機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

 

５ 第一項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要

があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。 

 

６ 第一項又は前項の規定により発行する機構債券の債権者は、機構の財産について

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

 

７ 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 
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８ 機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託業者又は金融

商品取引業（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第八項に規定

する金融商品取引業をいう。次項において同じ。）を行う者に委託することができる。 

 

９ 会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百

九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託業者又は金融商品取引業

を行う者について準用する。 

 

10 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

 

（有償資金協力勘定における借入金等の限度額） 

第三十三条 

 有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現

在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する

機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第五条に規定する資本金のうち有

償資金協力勘定に区分された額及び第三十一条第五項に規定する準備金の額の合計

額の三倍に相当する額を超えてはならない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、機構債券について、発行済みのものの借換えのため必

要があるときは、一時当該額を超えて機構債券を発行することができる。 

 

（政府保証） 

第三十四条 

 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二

十四号）第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第

三十二条第一項の規定により発行する機構債券に係る債務（国際復興開発銀行等か

らの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号。以

下この条において「外資受入法」という。）第二条の規定により政府が保証契約をするこ

とができる債務を除く。第三項において同じ。）について、保証契約をすることができる。 

 

２ 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示

する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予

算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して

定めることができる。 

 

３ 政府は、第一項の規定によるほか、機構が第三十二条第五項の規定により発行す

る機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。 

 

 

 

 

 

（資金の交付） 

第三十五条 

 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規
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定する無償資金協力における贈与（以下この条において「贈与」という。）に充てるため

に必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。 

 

２ 機構は、前項の規定により交付を受けた資金を、贈与に充てるための資金として管

理しなければならない。 

 

３ 機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後に

おいてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければなら

ない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該

計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の贈与に充てることができる。 

 

 

（余裕金の運用の特例） 

第三十六条 

 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘

定に属する業務上の余裕金を運用することができる。 

一 財政融資資金への預託 

二 日本銀行への預金 

三 譲渡性預金証書の保有 

四 その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法 

 

 

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用） 

第三十七条 

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）

の規定（罰則を含む。）は、第十三条第一項第五号ハの規定により機構が交付する助

成金について準用する｡この場合において、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」

とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法

人国際協力機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九

条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法

人国際協力機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際

協力機構の事業年度」と読み替えるものとする。 

 

 

 

第五章 雑則 

 

（報告及び検査） 

第三十八条 

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受

けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事

務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることが

できる。 

 

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。 
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３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。 

 

 

（権限の委任） 

第三十九条 

 主務大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項

の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、

有償資金協力業務の範囲内に限る。 

 

２ 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一

項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告

するものとする。 

 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限

を金融庁長官に委任する。 

 

４ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全

部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

 

 

（緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求） 

第四十条 

 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関（国際会

議その他国際協調の枠組みを含む。）の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必

要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認める

ときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について

必要な措置をとることを求めることができる。 

 

２ 主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避ける

ために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲

げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。 

 

３ 機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前

項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければ

ならない。 

 

 

（連絡等） 

第四十一条 

 機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二

項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。 

２ 地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努

めるものとする。 
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（協議） 

第四十二条 

 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

一 通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするとき。 

 

二 第十七条第一項第一号に掲げる業務に関し、第三十一条第一項の規定による承

認をしようとするとき。 

 

三 第三十五条第三項の規定による承認をしようとするとき。 

 

２ 外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長（第一号及び第二号の場合にあっ

ては、財務大臣を除く。）に協議しなければならない。 

 

一 第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第

二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 

 

二 第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第

三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。 

 

三 第十三条第一項第四号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するも

のに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。 

 

3 外務大臣は、第十三条第一項第二号に規定する業務に関し、第一号から第四号ま

での場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第五号及び第六号の場合にあっ

ては経済産業大臣に協議しなければならない。 

 

一 第十三条第一項第二号の規定により貸付け又は出資を受ける者を指定しようとす

るとき。 

 

二 第四十条第一項の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。 

 

三 通則法第二十八条第一項の規定による認可をしようとするとき｡ 

 

四 通則法第二十八条第二項の規定により外務省令を定めようとするとき。 

 

五 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとすると

き。 

 

六 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。 

 

 

 

４ 外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める事項（役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務（次条

第一項において「管理業務」という。）に関するものを除く。）について関係行政機関の長
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の意見を聴かなければならない。 

 

一 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき 

同条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項 

 

二 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき 同条第二項第一号、

第二号及び第七号に掲げる事項 

 

 

（主務大臣等） 

第四十三条  

この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 

 

一 管理業務に関する事項（次号に掲げるものを除く。）については、外務大臣 

 

二 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、

外務大臣及び財務大臣 

 

三 管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣 

 

２ 機構に係る通則法における主務省は、外務省とする。 

 

３ 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 

 

 

（国家公務員宿舎法の適用除外） 

第四十四条 

 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員及び職員

には適用しない。 

 

 

 

第六章 罰則 

 

第四十五条 

 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は

三十万円以下の罰金に処する。 

 

 

第四十六条 

 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者

の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

 

２ 機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万

円」とあるのは、「三十万円」とする。 
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第四十七条 

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職

員は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

二 この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合

において、その承認を受けなかったとき。 

三 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、そ

の認可を受けなかったとき。 

四 この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合に

おいて、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

五 第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。 

六 第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 

 

 

第四十八条 

 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

 

 

附則(抄) 

 

附則（平成十四年十二月六日法律第百三十六号） 

 

（施行期日） 

第一条 

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条

から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

 

（国際協力事業団の解散等） 

第二条 

 国際協力事業団（以下「事業団」という。）は、機構の成立の時において解散するもの

とし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その

時において機構が承継する。 

２ 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施す

るために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必

要な事項は、政令で定める。 

４ 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に

終わるものとする。 

５ 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸

借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 

６ 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に

対し出資されたものとする。 

７ 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が
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評価した価額とする。 

８ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

９ 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令

で定める。 

 

 

（業務の特例） 

第三条 

 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務（これに附帯する業務を

含む。）を行うことができる。 

一 附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法（昭和四十九年法律第六十

二号。以下この項並びに次条及び附則第六条において「旧法」という。）第二十一条第

一項第三号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了する

までの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

二 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロに規定する資金で事業団がそ

の貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。 

三 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロの規定による貸付け又は出資

の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査

及び技術の指導を行うこと。 

四 旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の

回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

五 当分の間、旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により取得された土地の管理

及び譲渡を行うこと。 

六 旧法第二十一条第一項第四号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債

権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

七 平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁

業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海

外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与す

ると認められるものを行う者（移住者及びその団体を除く。）に対する当該事業に必要

な資金の貸付けを行うこと。 

 

２ 前項の規定により機構が同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合に

は、第四十三条の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務

省令は、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、それ

ぞれ外務大臣及び農林水産大臣並びに外務省令・農林水産省令とし、これらの業務の

うち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び経済産

業大臣並びに外務省令・経済産業省令とする。 

 

３ 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項

第一号及び第四十七条第一号中「第十三条」とあるのは、「第十三条及び附則第三条

第一項」とする。 

 

 

 

 

（資本金の減少） 
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第四条 

 機構は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定

める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならな

い。 

一 前条第一項第一号、第四号及び第六号に規定する債権 

二 前条第一項第二号及び第七号の規定により行われる貸付けに係る債権 

三 前条第一項第五号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権 

四 旧法第二十一条第一項第三号ロの規定により出資された資金 

 

２ 機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金

を減少するものとする。 

 

 

（国際協力事業団法の廃止） 

第五条 

国際協力事業団法は、廃止する。 

 

 

（国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置） 

第六条 

 前条の規定の施行前に旧法（第十条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の

行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみ

なす。 

 

第七条 

 附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従

前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

 

 

（名称の使用制限に関する経過措置） 

第八条 

 この法律の施行の際現に国際協力機構という名称を使用している者については、第

六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

 

 

（政令への委任） 

第九条 

 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要

な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

 

 

 

 

 附則（平成十八年十一月十五日法律第百号） 
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（施行期日） 

第一条 

 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び

同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、

附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成十八年法律第五十号）の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施

行する。 

 

 

（権利及び義務の承継） 

第二条  

この法律の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務であって次に

掲げるものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関

し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立

行政法人国際協力機構（以下「機構」という。）が承継する。 

 

一 附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法（平成十一年法律第三十五

号。以下この条から附則第四条まで及び附則第六条において「改正前国際協力銀行

法」という。）第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務 

 

二 改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理

業務に係る権利及び義務のうち機構が承継することとされたもの 

 

２ 前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構がそれらの業務を確実に実施する

ために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 

 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

４ 第一項の承継計画書は、国際協力銀行が、政令で定める基準に従って作成し、外

務大臣及び財務大臣の認可を受けたものでなければならない。 

 

５ 国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算並びに財産目録、

貸借対照表及び損益計算書の作成等については、改正前国際協力銀行法第四十条

第一項（監事の意見に係る部分に限る。）及び第四十三条第一項（監事の意見に

係る部分に限る。）に係る部分を除き、機構及び株式会社日本政策金融公庫が従

前の例により行うものとする。この場合において、改正前国際協力銀行法第四十

条第一項中「を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、」と

あるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作

成」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に」とある

のは「平成二十年十二月三十一日までに」と、改正前国際協力銀行法第四十二条

中「毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四

月一日に始まる事業年度に係る決算を平成二十年十一月三十日」と、改正前国際

協力銀行法第四十三条第三項中「翌事業年度の十一月三十日」とあるのは「平成
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二十一年十一月三十日」とする。 

 

６ 国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の改正前国際協力銀行

法第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る改正前国際協力銀行法第

四十四条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、機構

が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第五項中「毎事業年

度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五

月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」とする。 

 

７ 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その

承継の際、機構が承継する資産の価額（改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の

規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を控除した金額

とし、同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該

金額を加算した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し

追加して出資されたものとする。 

 

８ 前項の資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した

価額とする。 

 

９ 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。 

 

１０ 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その

承継の際改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立

てられている金額又は同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額

は、この法律による改正後の独立行政法人国際協力機構法（以下この条、次条及び附

則第六条において「新法」という。）第十七条第二項第二号に規定する有償資金協力勘

定において、それぞれ新法第三十一条第五項の準備金又は同条第六項の繰越欠損金

として整理しなければならない。 

 

１１ 国際協力銀行は、第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承

継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十一条第一項第二号に掲げ

る業務に係る勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。 

 

 

（権利及び義務の承継に伴う経過措置） 

第三条  

前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる借入金又は債券に係る

債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該

借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。 

 

一 改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券 改正前国際協

力銀行法第四十七条の規定による保証契約 

 

二 改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金

法（昭和三十五年法律第百七十三号。以下この号及び次条において「旧基金法」とい

う。）第二十九条の二第一項の長期借入金及び海外経済協力基金債券 旧基金法
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第二十九条の四の規定による保証契約 

 

２ 前項の銀行債券及び海外経済協力基金債券は、新法第三十二条第六項及び第七

項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。 

 

 

第四条  

附則第二条第一項の規定により機構が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該

承継の時において発行されているすべての改正前国際協力銀行法第四十五条第一項

の国際協力銀行債券並びに改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止

前の日本輸出入銀行法（昭和二十五年法律第二百六十八号）第三十九条の二第一項

の外貨債券等及び旧基金法第二十九条の二第一項の海外経済協力基金債券に係る

債務については、機構及び株式会社日本政策金融公庫が連帯して弁済の責めに任ず

る。 

 

２ 前項の国際協力銀行債券、外貨債券等又は海外経済協力基金債券の債権者は、

機構又は株式会社日本政策金融公庫の財産について他の債権者に先立って自己の

債権の弁済を受ける権利を有する。 

 

３ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一

般の先取特権に次ぐものとする。 

 

（非課税） 

第五条 

 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う

登記又は登録については、登録免許税を課さない｡ 

 

２ 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係

る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課すること

ができない。 

 

 

（処分等の効力） 

第六条 

 施行日前に改正前国際協力銀行法（第十一条を除く。）の規定によりした処分、手続

その他の行為は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）又は新法中の相

当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

 

 

（罰則に関する経過措置） 

第七条 

 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 

（政令への委任） 

第八条 
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 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

 

 

（地方税法の一部改正） 

第九条  

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第七十三条の四第一項第二十五号及び第三百四十八条第二項第二十八号中「第

三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イ」を「第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イ」に改め

る。 

 

 

（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正） 

第十条  

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八

年法律第五十一号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。 

三 独立行政法人国際協力機構 

四 削除 

 

 

（国際協力銀行法の一部改正） 

第十一条  

国際協力銀行法の一部を次のように改正する。 

第一条中「並びに開発途上にある海外の地域（以下「開発途上地域」という。）の経済

及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等」を削る。 

第二条第七号を次のように改める。 

七 削除 

第五条第一項中「及び第七条第四項」及び「の合計額」を削り、同条第三項後段を削 

る。 

第十条第五項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 

第十四条第二項第一号中「若しくは主務大臣」を削る。 

第二十二条を次のように改める。 

第二十二条 削除  

第二十三条第一項中「（以下「国際金融等業務」という。）」を削り、同条第二項を削

る。 

第二十四条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「開発途上地域」を

「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号」を「前条第

二号」に改め、同条第三項中「前条第一項第三号」を「前条第三号」に改め、同項第一

号中「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第四項中「前条第

一項第四号」を「前条第四号」に改め、同条第五項中「前条第一項第五号」を「前条第五

号」に改め、同条第六項中「前条第一項第六号」を「前条第六号」に改め、同条第七項

中「前条第一項に」を「前条に」に改め、同項各号中「前条第一項第一号」を「前条第一

号」に改め、同条第八項中「前条第一項第八号」を「前条第八号」に、「同項第一号」を

「同条第一号」に改める。 

第二十五条第三項中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同条第四項中
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「第二十三条第一項第一号」を「第二十三条第一号」に改め、「第四十一条第一項第一

号の業務に係る勘定における」を削り、同条第五項を削る。 

第二十六条を次のように改める。 

第二十六条 削除 

第二十七条第二項中「外務省令・財務省令」を「財務省令」に改める。 

第二十八条の見出し中「委託業務」を「委託並びに委託業務」に改める。 

第三十条第二項中「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第六項を削る。 

第三十四条第四項を削る。 

第三十五条第二項及び第三十六条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。 

第三十八条第三項、第三十九条第三項及び第四十条第五項を削る。 

第四十一条を次のように改める。 

第四十一条 削除 

第四十三条第六項を削る。 

第四十四条第一項中「国際金融等勘定の」及び「国際金融等勘定に整理された」を

削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の準備金又は第二項の積

立金」を「前項の準備金」に改め、「その属する勘定において生じた」を削り、同項を同条

第二項とし、同条第五項中「、第四十一条第一項各号の業務に係る勘定ごとに」及び

「及び第二項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額

を控除した残額」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条

第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。 

第四十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第

二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ

る。 

第四十六条第一項中「（以下「借入金等の合計額」という。）」を削り、「次の各号に掲

げる額が、それぞれ当該各号に定める」を「第五条に規定する資本金及び第四十四条

第一項に規定する準備金の額の合計額の十倍に相当する」に改め、同項各号を削り、

同条第三項中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、「うち国際金融等勘定に

区分された」を削り、「第一項第一号」を「第一項」に改める。 

第四十七条第一項中「附則第八条第一項第一号」を「附則第八条第一項」に改め、

同条第三項中「第四十五条第八項」を「第四十五条第七項」に改め、同条第四項中「規

定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構法（平成十四年法律第百三

十六号）第三十二条第一項に規定する機構債券」を加え、「同法第四十五条第二項」を

「日本政策投資銀行法第四十五条第二項又は独立行政法人国際協力機構法第三十

四条第二項」に改める。 

第四十八条を次のように改める。 

第四十八条 削除 

第五十二条、第五十三条第一項並びに第五十三条の二第一項及び第二項中「主務

大臣」を「財務大臣」に改める。 

第五十五条及び第五十六条を次のように改める。 

第五十五条及び第五十六条 削除 

第五十九条第一号中「外務大臣の承認又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同

条第七号中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 

附則第八条第一項中「又は第七条第一項」を削り、「次の各号に掲げる借入金又は

債券」を「旧輸銀法第三十九条の二第一項の外貨債券等」に、「当該各号に掲げる」を

「旧輸銀法第三十九条の三又は外資受入法第二条第二項の規定による」に、「当該借

入金又は債券」を「当該債券」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「及び海外経済
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協力基金債券」を削り、「第四十五条第九項及び第十項」を「第四十五条第八項及び第

九項」に改める。 

 

 

（日本政策投資銀行法の一部改正） 

第十二条  

日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

第四十五条第四項中「規定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構

法（平成十四年法律第百三十六号）第三十二条第一項に規定する機構債券」を加え、

「同法第四十七条第二項」を「国際協力銀行法第四十七条第二項又は独立行政法人国

際協力機構法第三十四条第二項」に改める。 

 

 

（沖縄振興特別措置法の一部改正） 

第十三条  

沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）の一部を次のように改正する。 

第八十七条中「第十三条第一項第三号」を「第十三条第一項第四号」に改める。 

 

 

 

（独立行政法人国際協力機構法の一部改正） 

第十四条  

独立行政法人国際協力機構法の一部を次のように改正する。 

第三十二条第七項中「民法」の下に「（明治二十九年法律第八十九号）」を加える。 

 

 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

第十五条  

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のよ

うに改正する。 

第二百四十七条のうち独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第三号の改

正規定中「第十三条第一項第三号」を「第十三条第一項第四号」に改める。 

第二百六十条のうち国際協力銀行法第四十五条第十項の改正規定中「第四十五条

第十項」を「第四十五条第九項」に改める。 

 


